
（３）具体的な取組 

 

 

 
視点・基本的方向 取組事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）物品調達・物品管理システム等の見直し（P24） 

(a)年間計画を通じた計画的な予算執行 

(b)物品の集中調達機関の設置 

(c)支出事務の効率化 

(d)不適正経理に関与した業者に対する指名停止等 

(e)物品等の適正な管理 

(f)電算システムによる不正防止対策の研究 

(g)予算の支出状況の情報開示方策の検討 

 

イ 

県政情報の

透明性等の

向上 

（イ）情報セキュリティ監査の拡大（P26） 

（ウ）内部牽制機能の強化（P25） 

(a)特別監察の実施 

(b)会計検査の対象の拡大、検査体制の強化 

(c)経理事務担当者の配置換えの推進 

(d)内部通報への的確・迅速な対応 

（エ）国庫補助事業の事務費に関する改善（P25） 

(a)補助簿の整備 

(b)予算の執行残の不用額計上の徹底 

（ア）情報公開における利便性の向上等（P26） 

（ア）職員の意識改革、コンプライアンスの徹底（P24）

(a)コンプライアンス推進計画の策定、コンプライアンス

監察等 

(b)コンプライアンス等研修の充実・強化 

(c)職員心得（仮称）の策定・周知徹底 

(d)処分の厳格化 

 

 

 

 

ア 

コンプライ

ア ン ス の

徹底、内部

牽制機能の

強化 

 

 

 

① 

公正・透明

な 行 財 政 

運営の確立 

（ウ）わかりやすい財政情報の提供（P26） 

(a)わかりやすい予算資料等の公表 

(b)新地方公会計の段階的整備 

(c)公社等外郭団体を含む県全体の債権・債務の公表 

(d)予算の支出状況の情報開示方策の検討【再掲】 
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視点・基本的方向 取組事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

組織体制の 

適正化 

ア 

職員数・総人

件費の抑制 

（ア）新たな定員適正化計画の策定（P27） 

 

イ 

組織・機構

改革 

 

ウ 

公社等外郭

団体改革 

（ア）公社等外郭団体の見直し（P31） 

(a)団体ごとの新たな見直し方針の策定 

(b)役職員数・財政支出額・団体数の削減 

(c)人的支援の廃止等 

(d)損失補償の非実施等 

エ 

審議会等の

見直し 

 

（ア）審議会等の抜本的見直し（P32） 

 

（イ）管理職総数の削減（P27） 

（ウ）給与水準の適正化（P27） 

（ウ）公営企業改革（P28） 

(a)企業庁 

(b)水道局 

(c)病院局 

（イ）地方独立行政法人化の検討（P28） 

（ア）組織・機構の見直し（P28） 

(a)本庁組織の見直し 

(b)内部組織の大くくり化の検証、室体制の見直し

(c)職務や職責がわかりやすい職名の検討 

(d)管理職総数の削減【再掲】 

(e)出先機関の見直し 

(f)庁内プロジェクトチームの活用 
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 視点・基本的方向 取組事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 

人材改革 

（ア）職員の生産性向上に向けた取組（P33） 

(a)リーダーによる組織マネジメントの徹底 

(b)時間外勤務の縮減 

(C)業務改善事例のデータベース化 

(d)「改革ニュースレター（仮称）」の発行 

(e)研修等の開催 

（イ）職員の能力開発に向けた取組（P33） 

(a)組織マネジメント能力の向上 

(b)新たな能力開発計画に基づく研修の実施 

(c)e-ラーニングシステム導入の検討  

(d)目標チャレンジプログラムの活用 

(e)教職員の研修体系の見直し 

（ウ）実効性のある人事評価システムの構築 

                 （P34） 

(a)業績評価等の任用及び給与等への活用の拡大に

ついての検討 

(b)昇任試験の導入の検討 

（エ）職員の得意分野を生かすことのできる人事

配置（P34） 

(a)庁内公募システムの活性化 

(b)目標チャレンジプログラムを活用した上司と部

下の対話の推進 

(c)複線型人事管理の推進 

 

 

③ 

県庁のポテ

ンシャルの

最大化 
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 視点・基本的方向 取組事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 

しごと改革 

（ア）慣習として行ってきた仕事のやり方・進め

方等の見直し（P35） 

(a)業務改善事例のデータベース化【再掲】 

(b)「改革ニュースレター（仮称）」の発行【再掲】

(c)事務事業の徹底的な見直し 

(d)共通的な支払い事務等の一元的処理 

(e)決裁権限の下位への移譲 

（イ）IT の有効活用による業務改善（P35） 

(a)情報システムの全体最適化 

(b)県税トータルシステムの再開発 

(c)電子調達システムの市町村との共同利用等 

 

（ウ）規制改革の推進（P36） 

 

 

（エ）政策実現に向けた評価システムの活用 

                   （P36） 

（オ）入札・契約制度等の改善（P36） 

(a)随意契約の競争性のある契約への転換、入札制

度の恒常的な検証・改善 

(b)電子調達システムの市町村との共同利用等

【再掲】 

 

（カ）公共事業のコスト縮減（P36） 

 

 

（キ）債権管理の適正化（P36） 

 

 

 

③ 

県庁のポテ

ンシャルの

最大化 
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 視点・基本的方向 取組事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 

資産改革 

（ファシリ

ティマネジ

メ ン ト の

推進） 

（ア）資産の保有状況の把握・有効活用の方策の

分析（P37） 

（イ）社会資本に係るライフサイクルコストの低

減（P37） 

（ウ）一定エリア内に近接する単独庁舎群等の集

約・統廃合（P37） 

(a)共同利用による処分財産の創出 

(b)分散している事務所等の集約化 

（エ）資産保有に係るコストの縮減（P37） 

(a)事務所間における維持管理の共同実施等 

(b)中心市街地に立地している施設の精査 

(c)中心市街地に賃貸している施設の精査 

(d)賃借施設の県有建物への移転 

 

（オ）売却可能資産処分の促進（P38） 

 

 

（カ）県有資産を活用した収入の確保（P38） 

（キ）省エネルギーの推進（P38） 

(a)ESCO 事業の普及 

(b)県有施設を利用した新エネルギーの導入 

(c)建設廃棄物等の再利用・再資源化等 

 

 

③ 

県庁のポテ

ンシャルの

最大化 
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 視点・基本的方向 取組事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ア）「地域主権改革」に向けた取組（P39） 

(a)「地域主権改革」に係る取組の推進 

(b)国に対する制度改正等の要望 

 

（イ）事務事業の徹底的な見直し（P39）【再掲】

 

（ウ）住民福祉の向上や市町村の自主性・

自立性強化を図るための権限移譲（P39） 

 

（エ）公の施設の見直し（P40） 

 

 

（オ）企業誘致の推進にあたっての県・市町

村・民間の役割分担（P40） 

 

 

（カ）県内水道の統合・広域化（P40） 

 

 

（キ）規制改革の推進（P40）【再掲】 

 

 

 

④ 

時代の変化に対応した県の

役割の再構築 
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視点・基本的方向 取組事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

⑤ 

チームスピリットの発揮 

（ア）県民・市民活動団体等との連携・協働（P41）

(a)県民や市民活動団体と市町村、企業等とのネット

ワークづくりの支援 

(b)アダプトプログラムの推進 

（ア）指定管理者制度の活用・運用改善（P43） 

（イ）民間企業との連携・協働（P41） 

(a)民間提案型官民協働システムの検討・実施 

(b)商業者との地域貢献に係る包括協定 

（ウ）市町村との連携・協働（P41） 

(a)「地域主権改革」の推進にあたっての県・市町村

の連携 

(b)企業誘致の推進にあたっての県・市町村の連携

協働【再掲】 

(c)電子調達システムの市町村との共同利用等 

【再掲】 

（イ）PFI 制度の活用（P43） 

（ウ）包括的民間委託の推進（P43） 

（エ）債権管理の適正化に係る民の能力の活用

【再掲】（P43） 

（オ）提案型官民協働システムの導入【再掲】 

                  （P43） 

（カ）民間に対する県の過剰関与の見直し【再掲】

（P44） 

（キ）人事評価システムの見直し（P44） 

(a)業績評価等の任用及び給与等への活用の拡大に

ついての検討【再掲】 

(b)昇任試験の導入の検討【再掲】 

（エ）他都道府県等との連携・協働（P42） 

（オ）庁内における連携強化【再掲】（P42） 

 

⑥ 

民間的視点・発想の積極

的導入 
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